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公開・非公開の別 □公開 □非公開 ■一部公開 傍聴者数 ３人 

非公開の場合は 

その理由 

 

議題 会議次第のとおり 

 

 

会

議

次

第 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

当市での障害者差別解消法における相談対応について（当該地域協議会 

の再確認、事例紹介等） 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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＜会議内容＞ 

１ 開 会 

○事務局（福田室長） 

定刻となりましたので始めてまいります。令和６年度つくば市障害者差別解消

地域支援協議会を開会いたします。本日、悪天候の中、また、皆様年度末のお忙

しいところ、お集まりいただき誠にありがとうございます。進行を務めます障害

者地域支援室の福田です。どうぞよろしくお願いいたします。議事録作成にあた

りまして、この会議の発言内容を録音しておりますので、ご了承いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 

（マイクの操作方法を説明） 

 

はじめに、本会議開催にあたりましては、つくば市障害者自立支援協議会にお

いて今年度座長代理としてご協力いただいております、飯島副座長からご挨拶を

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２ あいさつ 

○飯島副座長 

皆さんお世話になっております。おはようございます。着座にて失礼いたしま

す。飯島と申します。昨年度の２月にこの協議会を開催して以来、今年度の開催

になります。その際には、まだ合理的配慮についても一部努力義務の箇所があっ

て、この４月に法改正があって、義務化になってから初めての協議会になるかと

思います。本日は事例についても少しご準備をいただいているようですので、具

体的な事例等を皆様と共有をしながら、それぞれのお立場でいろいろご意見、ま

た現状、課題等を議論できればと思っておりますので、活発なご意見をいただけ

ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（福田室長） 

ありがとうございます。それでは、つくば市障害者自立支援協議会の設置要項

第５条２項において、座長は協議会を代表し会務を総理する及び同要項の第５条

３項において副座長は座長を補佐し、座長事故ある時は職務を代理するというこ
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とになっております。この後の進行につきまして、飯島副座長よろしくお願いい

たします。 

 

○飯島副座長 

はい。飯島です。よろしくお願いいたします。では、はじめに会議の公開につ

いてお知らせいたします。本会議は、つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公

開に関する条例及びつくば市情報公開条例第５条第 1 号（個人情報）に該当する

情報を取り扱うことにより、一部公開といたします。 

傍聴者の方に申し上げます。つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関

する条例施行規則第７条の規定により写真、動画撮影、録音等はしないこととさ

れておりますので、よろしくお願いいたします。また、つくば市情報公開条例第

５条第 1 号（個人情報）に該当する情報を取り扱う協議に移る際は、本会議を非

公開とさせていただきます。その際は、事務局職員の案内に従ってご対応いただ

きますようよろしくお願いいたします。ご賛同いただける方は拍手をお願いいた

します。 

 

（拍手） 

 

ありがとうございます。では、協議に入ります前に、事務局より本日の資料の

確認をお願いします。 

 

○事務局（福田室長） 

（配布資料について説明） 

 

３ 議 事 

○飯島副座長 

ありがとうございます。それでは議事を進めていきたいと思います。次第３の

議事、当市での障害者差別解消法における相談対応について、当該地域協議会の

再確認、事例紹介等について事務局からご説明お願いいたします。 
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○事務局（片桐主任） 

皆様おはようございます。お天気が悪い中お越しいただきましてありがとうご

ざいます。つくば市障害者地域支援室の片桐と申します。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。それでは次第にある当該地域協議会の再確認、事例紹介等に

関してですが、当市でも障害者差別に関するご相談が年々コンスタントに、もし

くは、これから少し増加が見込まれるのかなというような、そんな予感を感じさ

せる状況となっております。その事例の紹介に移る前にですね、この障害者差別

解消支援地域協議会がどのような取り組みを行うかとか、つくば市においてどの

ような位置付けにあるかなどを今一度確認をしてまいりたいと思います。 

それでは、まず参考資料①をご覧ください。こちらは自立支援協議会において

も皆様お目にかかれたことがあるかもしれません。当協議会が、障害者自立支援

協議会の中に位置付けられていることを示している図です。おそらく、本格的に

当協議会が行われたのが昨年度からだったかと思いますが、障害者差別解消に関

する内容にフォーカスしてですね、皆様と協議を進める会という位置付けとなっ

ております。資料内にも当協議会について簡単な説明が記載されています。差別

の相談事例等に係る情報共有、協議を通じて、それぞれ皆様ご所属の機関の役割

に応じた事案解決のための取組、類似事案の発生防止の取組、地域の実情に応じ

た差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークという位置付けとなっ

ております。 

次に地域協議会の設置運営方針、概要など記載されている参考資料②をご覧く

ださい。こちらは内閣府の資料を皆様と共有するという形でお示ししているもの

ですが、今お伝えしました協議会の取組で具体的にどういったことを行うのか、

また、会議の趣旨などが記載されています。例えば、地域協議会を組織する趣旨

のところをご覧いただければと思いますが、取組内容の一例が六つほどあり、ま

さに本日この協議会で関係機関等が対応した相談事例の共有といったところを

メインに行っていくということが確認できると思います。そのほか、障害者差別

に関する相談体制の整備、障害者差別の解消に資する取組の共有・分析、障害者

特性の理解のための研修・啓発の取組の周知発信など、協議会における取組内容

が示されています。ちなみにですが、この障害者差別として取り扱う事案は、資

料にある障害者差別に係る事案に記載されているように、一般私人による事案は

対象外となっております。想定としては、私人対事業者、その他法人等に関する
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差別を事例を取り扱うものとなっております。  

また、当協議会の基本的な仕組み、運営方法として、お互いに顔の見える関係

を築くことから始めることが望ましいという記載がございます。当協議会におき

ましては、自立支援協議会で既に皆様顔の見える関係を重ねながら、この障害者

差別に関する話題はもとより、市内における様々な課題について、共有、協議を

行っている関係性ができているものと考えられますので、その関係性を利用した

形での開催になっているかと考えます。今申し上げましたイメージが資料にも記

載されています。実際、障害者差別に関する相談を受けたときにどのようなフロ

ーで対応・処理するかいうものを示しているものです。この後の事例紹介でもお

話はいたしますが、現状、障害を理由とした差別を受けたいうご相談が障害者地

域支援室に来たりですとか、あとは県の方で運営している障害者差別解消相談室

や内閣府でも取り組んでいるつなぐ窓口に皆様それぞれ相談されてるような状

況が伺えます。そして、この相談体制を今後整備するにあたりまして、つくば市

として障害者差別に対する対応の仕方や、おそらく皆様も困難さを感じていらっ

しゃると思われる合理的配慮の提供に関する具体的な判断などについて、皆様か

らご意見を伺いながら、つくば市としてどのような対応していくかというような

形づくりに資するものと考えております。協議会の位置付け、体制等についての

説明は以上でございます。 

 

○飯島副座長 

ありがとうございました。それでは今のご説明についてご意見やご質問等ある

方いらっしゃったら、お願いいたします。ここについては国の資料等、皆さんご

承知のことも多いのかなと思いますので、また後程あればその際にでもご質問等

いただければと思います。 

では、続きまして事務局、ご説明をお願いします。 

 

○事務局（片桐主任） 

では、続けて事務局より説明をいたします。事例紹介に入る前にですね、皆様

重々ご承知おきのことかと思いますが、改めて再確認、再共有のために説明をさ

せていただきます。参考資料③をご覧ください。障害者差別解消の相談・対応に

あたりまして、我々も障害者差別解消法に規定されている障害を理由とした不当
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な差別の禁止や合理的配慮の提供の規定を基に対応している状況がございます

ので、この２点について皆様と共有していきたいと思います。こちらも内閣府発

行のリーフレットですが、冒頭に飯島副座長からもご説明があった通り、合理的

配慮の提供が、民間の事業者に対しても令和６年４月１日から努力義務から義務

に変わっております。合理的配慮の提供という言葉ではよく耳にすることがある

かもしれませんが、実際にどういった事例があるのかとか、合理的というライン

がどういう点にあるのかというようなことの解説が資料に記載されています。合

理的配慮の提供について、障害のある人にとっては日常生活において、例えば、

店舗の利用が難しいことなどがあり結果的に活動が制限されてしまう。それに対

してお互い無理のない範囲で取り除くにはどうしたらいいか、建設的な対話を通

して社会的障壁と言われているバリアを取り除くというような考え方になるか

なというところです。資料に具体例の記載がございますが、車椅子利用の方への

物理的環境の配慮として、車椅子に乗ったまま飲食店に入り、注文ができたり、

飲食ができたりというような対応をしたりすることですとか、また、難聴の方に

対して筆談によるコミュニケーションで対応をするなど、具体例が示されており

ます。 

合理的配慮の提供における留意点についてもいくつか記載がございます。前例

がありません、特別扱いができません、もし何かあったらとかどうすればなどと

対応を停止させるわけではなく、どうすればこちらとしてもその方の対応ができ

るかというようなことを考える姿勢が一つポイントになってくると考えられま

す。今、説明したような内容が資料にも記載がございます。資料にある具体例と

して、車椅子を利用しているがライブハウスで開催されるコンサートに参加した

い。合理的配慮の提供という考えがなければ、車椅子の対応できるスペースがな

いので入場できませんというようなところで終わってしまうところ、ライブハウ

スの物理的な制約や環境がありながらも、どのような対応や工夫を行うことで、

この方の参加ができるようになるかということが記載されています。できませ

ん、前例がないということではなくて、建設的な対話を始めることが合理的配慮

の提供におけるポイントになっております。    

続いて、不当な差別的扱い、障害を理由とした差別の禁止についてですが、障

害者差別解消法では、障害を理由とした不当な差別的差別的な取り扱いは禁止さ

れております。行政、民間問わずすべての事業者に対して義務化されているもの
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です。例えば、介助者がいなければ入店はできないですとか、不動産屋さんで障

害のある人には物件を貸しませんということがあったりなど、そのほか障害があ

ることを理由に接遇の質を下げたりなどの具体例が資料に示されています。もし

かしたら、日頃、皆様が支援をしている状況の中で、利用者の方から何かこんな

ふうなことを言われたですとか、在宅支援を進めるにあたってこのような場面に

出くわしたということが、もしかしたらあるのではないかというふうに思われま

す。ただ、その一方で、正当な理由がある場合というような記載が資料にござい

まして、訴えることすべてが差別に該当するかといったらそうでもないというと

ころがあり、不当な差別は一体どういうものかということを判断する難しさもあ

るのではと考えられます。その点について、内閣府の障害者差別に関するウェブ

サイトにですね、事例のデーターベースというものがありまして、全国から寄せ

られた差別事例や対応事例がデータベース化されています。それは誰でも見るこ

とができるものでして、我々の方でもですね、判断が難しい点に対しては皆様と

意見交換協議をしながら、蓄積していく必要があることが実感としてありますの

で、改めて説明をさせていただきました。 

 

○飯島副座長 

ありがとうございました。参考資料③についてのご説明もいただきましたが、

参考資料①、②も含めて質問等ある方いらっしゃいますか。私から一つ質問でも

よろしいですか。民間の事業者さんへの周知っていうのは、つくば市では何かど

のように行ったとかありましたら教えてください。商工会とかにでしょうか。 

 

○事務局（片桐主任） 

つくば市では合理的配慮の提供について一部補助する事業を事業者等向けに

行っていて、その補助金の周知やご案内をする際に障害者差別の禁止や合理的配

慮の提供についてリーフレット等を利用してお知らせしています。市のホームペ

ージに掲載しているほか、商工会のホームページと会報に補助金のことだけでは

なく、合理的配慮の提供などの考え方についても周知を依頼しています。昨年は、

広報つくば 12 月号に障害者週間の特集記事の中でも周知しております。 
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○飯島副座長 

ありがとうございました。その他質問やご意見ありますでしょうか。よろしい

ですか。では、一旦ここの議事についてはここまでということで。 

それではここからは、冒頭で申し上げましたように、事例の共有という形の時

間に移らせていただきたいと思います。つくば市の情報公開条例第５条第 1 号

（個人情報）に該当する情報を取り扱うため、これ以降は非公開とさせていただ

きます。傍聴者の方、恐れ入りますが事務局の職員の案内に従ってご移動をお願

いします。では引き続き、事務局の方から、説明お願いいたします。 

 

（以後、事例の共有についての議事は非公開） 

 

４ その他 

（議事なし） 

 

５ 閉 会 

○飯島副座長 

ありがとうございました。それでは以上をもちまして議事を終了させていただ

き、事務局にお戻ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（福田室長） 

飯島副座長ありがとうございました。皆さんもたくさんのご意見をいただきま

してありがとうございました。 

市の方でもですね、今後、皆様ご存知かと思いますけども障害者のある方の社

会参加を促進するということも目的にして、情報発信、情報取得などを促進する

ことについての条例制定に向けて進めているところですので、そういった意味で

も、我々も様々なことに気を配りながら、配慮しながら色々な事業を進めていか

なければいけないなというふうに改めて感じました。 

以上で令和６年度つくば市障害者差別解消支援地域協議会を閉会といたしま

す。また引き続き来年度も続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。本日お忙しい中、また、悪天候の中お越しいただきましてありがとう

ございました。 
 



配布資料一覧 

（令和６年度つくば市障害者差別解消支援地域協議会） 

 

1. 委員名簿 

2. 次第 

3. 参考資料① Ｒ５－Ｒ７つくば市障害者自立支援協議会組織図（令和６年５

月 24 日現在） 

4. 参考資料② 障害者差別解消地域協議会の設置・運営指針（概要） 

5. 参考資料③ 改正障害者差別解消法リーフレット 

6. ※ 事例Ａ資料①②（非公開資料） 

7. ※ 事例Ｂ資料①②（非公開資料） 

8. ※ 事例Ｃ資料①②（非公開資料） 

 

※事例Ａ・Ｂ・Ｃ資料は、会議終了後に回収いたします。 



R5-R7 年度 つくば市障害者自立支援協議会委員名簿(2024.8.1 現在) 

 
 

R６年５月 24 日～R８年 3 月 31 日 
No. 区  分 所  属 役 職・氏 名 部会 
1 

 
 
 

障害者福祉団体 

 

かけはしねっと 
 代表 

 根本 希美子 
 

   １ 

2 

 
自立生活センター ほにゃら 

代表 

川島 映利奈 
 

   ２ 

3 

 
民生委員 つくば市民生委員児童委員連絡協議会 

東谷田部地区会長 
 田邊 佐貴子 

 
   ２ 

4 

 

 
 
 
 

 
 
 

障害児通所支援・障
害福祉サービス事業
所 

 

 

 

 

おもちゃ箱つくば南 
 (児童発達支援・放課後等デイサービス) 

管理者 
金森 裕輔 

 
   １ 

5 

 
つくば市福祉支援センターさくら 

(児童発達支援) 

児童発達支援管理責任者 

村上 隆浩 
 

   １ 

6 

 
カフェベルガ 

(就労移行、生活訓練) 

管理者 
吉田 美恵 

 
   ２ 

7 

 
ひまわり学園 

(就労系，GH，特定・障害児相談) 

理事長 
大久保 安雄 

 
   ２ 

8 
多機能型事業所 どんぐりの家 

(児童発達支援・放課後等デイサービス・生活

介護) 

管理者 
 井坂 美津子 

 
 １ 

9 

 
 つくば総合福祉センター 

管理者 
 篠崎 純一 

 
 １、２ 

10 

 

筑峯学園 
(指定一般及び特定・障害児相談支援事

業) 

相談支援専門員 
 武田 真浩 

 
 １、２ 

11 

 

つくばライフサポートセンターみどりの 

(指定一般及び特定・障害児相談支援事

業) 

相談支援専門員 
 原口 朋子  

 
 １、２ 

12 

 

つくば市社会福祉協議会 
(指定一般及び特定・障害児相談支援事

業) 

相談支援専門員 
 □田 真一 

 
 １、２ 

13 

 
雇用支援機関 

つくば LSC 
障害者就業・生活支援センター 

主任就業支援担当 
 石田 奈津子 

 
   ２ 

14 

 
 
 
 

医療関係機関 

 

 

茨城県立大医療大学 
保健医療学部理学療法学科  

つくば市リハビリテーション専門職
協議会 

教授・理学療法士 
上岡 裕美子 

 
   ２ 

15 

 
茨城県リハビリテーション専門職協

会 
地域包括ケア推進室長補佐 

 飯島 弥生  
 

   １ 

16 

 
筑波大学附属病院 

医療連携患者相談センター 
社会福祉士 

  板橋 辰哉  
 

   ２ 

17 

 
 

 
教育機関 

 

 

茨城県立つくば特別支援学校 
(地域支援センター) 

地域支援センター 
新谷 幹英  

 
   １ 

18 

 
茨城県立つくば特別支援学校 

(進路指導部) 
進路指導部 
 藤原 優  

 
   ２ 

19 つくば市教育局特別支援教育推進室 
室長 

 中島 澄枝 
 

 １ 

20 発達障害者支援機関 COLORS つくば 
発達支援担当 

枝松 慎次郎 
 1 

 



令和６年度つくば市障害者差別解消支援地域協議会 

 

 

日 時：令和７年３月 19 日（水）10 時 00 分から 

場 所：つくば市役所本庁舎２階 職員研修室 

 

 

次  第 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議  事 

当市での障害者差別解消法における相談対応について（当該地域協議会の 

再確認、事例紹介等） 

 

 

４ そ の 他 

 

 

５ 閉  会 

 

 



　　　 Ｒ６.５.24現在

＜各会議等について＞
◆全　　 体　　 会  ：委員全員で障害者支援体制状況と当該協議会の方向性を共有・確認し、市の障害者福祉計画策定等について必要に応じて意見する。
　　　　　　　　　　　　また、障害福祉計画令和６年度以降の目標値について、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児支援体制の整備
　　　　　　　　　　　　（医療的ケア児支援など）の協議の場とする。
◆専　門　部　会   ：テーマを設け、個別事例等からの地域課題を協議・検討。全体会にて報告する。
◆事 務 局 会 議  ：事務局業務を委託する相談支援事業所と行政担当者とで構成し、定例開催。各専門部会長と企画運営の協議を行い、当該協議会の運
　　　　　　　　　　　　営を管理する。
◆プロジェクト会議：これまでの当該協議会からの報告等を基に、障害者相談支援体制を充実させるための実践や調査等を行う。
◆個別支援会議   ：委託相談支援事業所が中心となり、個別事例（ニーズ・課題・困難ケース等）の具体的な支援策を協議。抽出された地域課題を専門部
                            会で随時取り扱う。
◆障害者差別解消支援地域協議会：差別の相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、各自の役割に応じた事案解決のための取り組みや類似事案の
発生防止の取組など、地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワーク

Ｒ５-R７ つくば市障害者自立支援協議会組織図

全 体 会

広く意見を聴き、運営事務
のサポートをする

つくば市障害者計画、つくば市
障害福祉計画等への意見具申

専門部会１
（子どもに関するテーマ）

茨
城
県
・
茨
城
県
自
立
支
援
協
議
会

報 告 等

運営に関する技術的な支援

障

害

福

祉

課

各 個 別 支 援 会 議
（その中で抽出された地域課題に関連したもの）

プロジェクト会議
（地域課題に関連したもの）

専門部会２
（大人に関するテーマ）

プロジェクト会議
（地域課題に関連したもの）

障害者差別解消支援地域協議会 事務局運営会議
（基幹相談支援支援センター）

参考資料①



※裏面あり

参考資料②
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